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株 主 各 位
富 山 市 八 日 町 3 2 6 番 地

ダ イ ト 株 式 会 社
代表取締役社長 大津賀　保信

第76回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第76回定時株主総会を下記により開催いたしますので、
ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年８月28日（火曜日）
午後５時15分までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成30年８月29日（水曜日）午前10時
２．場 所 富山市桜木町10番10号

富山第一ホテル　３階　白鳳の間
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第76期（平成29年６月１日から平成30年５月31日まで）事

業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会
の連結計算書類監査結果報告の件

２．第76期（平成29年６月１日から平成30年５月31日まで）計
算書類報告の件

決 議 事 項
議　案 取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。
◎本招集ご通知に際して提供すべき書類の内、連結株主資本等変動計算書、連結
注記表、株主資本等変動計算書、個別注記表につきましては、法令及び定款に基
づき、インターネット上の当社ウェブサイト(http://www.daitonet.co.jp/)に掲
載しておりますので、本提供書面には記載しておりません。したがって、本招集
ご通知の提供書面は、監査報告書を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査
人が監査をした対象の一部であります。
◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた
場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(http://www.daitonet.co.jp/)に
掲載させていただきます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

(平成29年６月１日から
平成30年５月31日まで)

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、日銀の金融緩和に伴い円安基調

が定着し、輸出関連企業を中心に業績が回復基調でありましたが、光熱費

の上昇や人手不足を起因とする人件費の上昇等企業の負担増加が重なり、

日本経済の足かせとなっております。

　平成29年6月閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2017」では

「2020年9月までに、後発医薬品の使用割合を80％とし、できる限り早期に

達成できるよう、さらなる使用促進策を検討する」とジェネリック医薬品

の使用に対する国の政策面での後押しが期待されておりますが、医薬品の

適正利用や、ＡＧ(オーソライズドジェネリック)が大型品目を中心に販売

されたことから競争が激化し、ジェネリック医薬品市場の成長の伸びに陰

りが出てきております。また、平成29年12月には「薬価制度の抜本改革に

ついて骨子（案）」が中医協で了承され、今後更なる薬価の引き下げが見

込まれており、当社としても一層の経営効率化への努力が求められており

ます。

　このような状況のもと、当社グループは生産基盤の充実と積極的な営業

活動を図っており、当社は新たに高薬理活性製剤の製造棟である第八製剤

棟を平成29年10月に着工し、平成30年11月に竣工を予定しております。

　なお、売上高の販売品目ごとの業績は次のとおりであります。

　原薬では、消化性潰瘍剤原薬及び血圧降下剤原薬等の一部のジェネリッ

ク医薬品向け原薬の販売は堅調に推移しておりますが、全体的に医療現場

での薬剤使用の適正化の影響と大型品目を中心としたＡＧ(オーソライズ

ドジェネリック)の登場により厳しい状況で推移し、売上高は20,848百万円

（前期比6.4％減）となりました。

　製剤では、医療用医薬品において自社開発ジェネリック医薬品の販売増

加、新薬や新規長期収載品目の製造受託及び一般用医薬品の販売増加があ

り好調に推移した結果、売上高は18,706百万円（前期比21.7％増）となり
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ました。

　健康食品他につきましては、市場における競争激化等により、厳しい状

況で推移し、売上高は320百万円（前期比8.1％減）となりました。

　これらの結果、当連結会計年度の売上高は39,875百万円（前期比5.0％

増）となりました。

　営業利益につきましては、売上高の増加に伴う利益の増加や人件費及び

減価償却費の減少等があり、研究開発費の増加等があったものの4,161百万

円（前期比8.6％増）となりました。

　経常利益につきましては、為替差益の増加等により4,244百万円（前期比

9.4％増）となりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益は地方拠

点強化税制に基づく法人税額の税額控除等もあり3,041百万円（前期比

14.5％増）となりました。

区 分 売 上 高

原 薬 20,848百万円

製 剤 18,706

健 康 食 品 他 320

合 計 39,875

②　設備投資の状況

　当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の

総額は3,655百万円であります。

　その主なものは、第八製剤棟の建設（1,893百万円）であります。

③　資金調達の状況

　当連結会計年度中に、当社グループの所要資金として、金融機関より長

期借入金として2,500百万円の調達をいたしました。

　また、当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関

と総額15,500百万円の当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を

締結しており、当連結会計年度末における借入実行残高は1,400百万円であ

ります。

④　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。
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⑥　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承

継の状況

　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

　該当事項はありません。
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

 ①　企業集団の財産及び損益の状況

区 分
第 73 期

(平成27年５月期)
第 74 期

(平成28年５月期)
第 75 期

(平成29年５月期)

第 76 期
(当連結会計年度)
(平成30年５月期)

売 上 高(百万円) 34,058 36,370 37,984 39,875

経 常 利 益(百万円) 3,452 3,713 3,878 4,244

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

(百万円) 2,246 2,566 2,656 3,041

１株当たり当期純利益 (円) 183.51 205.07 212.26 243.08

総 資 産(百万円) 42,305 43,340 45,707 47,196

純 資 産(百万円) 21,854 23,560 25,813 28,495

１株当たり純資産額 (円) 1,714.75 1,850.47 2,027.00 2,242.34

   ②　当社の財産及び損益の状況

区 分
第 73 期

(平成27年５月期)
第 74 期

(平成28年５月期)
第 75 期

(平成29年５月期)

第 76 期
(当事業年度)

(平成30年５月期)

売 上 高(百万円) 33,907 36,229 37,787 39,653

経 常 利 益(百万円) 3,251 3,421 3,167 3,945

当 期 純 利 益(百万円) 2,114 2,377 2,156 2,885

１株当たり当期純利益 (円) 172.75 189.97 172.32 230.55

総 資 産(百万円) 38,952 39,632 41,458 43,366

純 資 産(百万円) 19,851 21,656 23,259 25,762

１株当たり純資産額 (円) 1,586.22 1,730.50 1,858.69 2,058.70
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(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況
　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

大和薬品工業株式会社 98百万円 100.0％
医薬品事業
・医薬品、化学薬品、工業薬品

の製造販売

大 桐 製 薬 （ 中 国 ）
有 限 責 任 公 司

1,500万米ドル 70.0％
健康食品、医薬品中間体及び
化成品の製造・販売

 
（注）　当社の連結子会社は、上記の重要な子会社2社のほか、Daito Pharmaceuticals 

America,Inc.の計３社であります。

(4) 対処すべき課題

　当社グループは、医薬品の原料である原薬から 終的な製剤までの製造・

販売を幅広く行うことにより、医薬品業界における様々なニーズに応え、信

頼をかちえてきました。

　当社グループを取り巻く環境につきましては、政府による医療費抑制の一

環としてのジェネリック医薬品の使用促進策が引き続き実施されており、ジ

ェネリック医薬品向けの原薬やジェネリック製剤の需要が拡大しております。

他方、改正薬事法の施行を背景に近年拡大傾向にあった医薬品の製造受託市

場においては、参入企業の増加による競争の激化や委託サイドの方針転換等

がみられ、製造受託に係る経営環境は今後ますます厳しくなることが予測さ

れます。また、医薬品業界において、グローバルなレベルでの各社の経営統

合が進行していることや、外資系企業の国内参入が本格的に進行しているこ

ともあり、予断の許されない状況であります。

　こうした環境の中、今後当社グループがさらなる成長を遂げるため、原薬

事業の生産体制につきましては、当社及び子会社の大和薬品工業株式会社並

びに出資先である千輝薬業(安徽)有限責任公司との生産体制の 適化を図り、

また、製剤事業の生産体制につきましては、当社及び子会社の大桐製薬(中

国)有限責任公司との連携強化を図ることを含めて以下の事項が重要な課題

であると認識しております。
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①　ジェネリック医薬品市場の拡大への対応

　当社グループでは、ジェネリック医薬品市場が拡大傾向にあるものと考

えております。

　近年、わが国においては、高齢化社会の進展に伴い、国民医療費は長期

にわたり増加傾向にあり、医療費を抑制するための政府の重点施策として

ジェネリック医薬品の使用促進が行われております。政府は、「2020年9月

まで、後発医薬品の使用割合を80％とし、できる限り早期に達成できるよ

う、さらなる使用促進策を検討する。」と標榜しており、今後も必要な推

進策を適宜行っていくものと思われます。

　一方で、薬価制度の抜本改革についても活発に議論されており、ジェネ

リック医薬品業界にも影響を与える種々の方策が検討されています。

　そうした中で、当社グループは、原薬及び製剤の新たなジェネリック品

目のタイムリーな研究開発を促進するとともに、生産設備の拡充及び生産

効率の向上に努め、収益の拡大を図っていく方針であります。

②　高薬理活性領域への対応

　当社グループでは、内服用の固形製剤を中心とした製造を行っておりま

すが、今後の事業拡大を図るとき、新しい薬効領域への取組みが必要であ

ると考えております。

　その中でも、市場の急速な拡大が見込まれる抗癌剤等の高薬理活性領域

への取組みを重要視しております。当社はその取組みの一環として、本社

構内において高薬理活性製剤を製造する「第七製剤棟」が平成26年12月に

竣工したことに続き、高薬理活性製剤の開発と分析及び治験薬等少量製品

の生産を行う「高薬理Ｒ＆Ｄセンター」を建設し平成29年6月に竣工しまし

た。また平成29年10月に高薬理活性製剤を製造する「第八製剤棟」を着工

し、平成30年11月に竣工する予定です。

　当該領域においては高薬理活性製剤事業の研究開発体制の整備・強化を

図るとともに、治験薬製造及び製剤から包装までの一貫製造が可能な体制

を完備し、一層事業展開を充実させていく方針であります。

③　新規製造受託の推進

　医薬品の製造受託市場は、企業間競争の激化や各社の方針転換等がみら

れるものの、全体としては拡大傾向にあります。そうした中で、当社グル

ープは、高薬理製剤を含む医療用医薬品を中心として、原薬・製剤共に外

資系メーカーや国内大手メーカーからの新規製造受託の獲得に努め、生産

設備を 大限に活用することにより、収益の拡大を図っていく方針であり

ます。
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④　海外展開の強化

　当社グループでは、国内市場における継続的な事業の拡大を図っており

ますが、中長期的な視野から当社グループのさらなる成長を図るとき、海

外市場への進出が重要であると考えております。

　現在のところ、米国、中国の２大市場を主なターゲットとし、製剤の販

売承認の早期取得に向け、鋭意準備を進めております。今後は、販売体制

の整備や、さらなる候補品目の選定及び開発を推進させていく方針であり

ます。

　なお、中国においては、当社子会社の大桐製薬(中国)有限責任公司にて

日本からの製造受託を開始しております。今後は中国市場での販売も視野

に入れ、工場の安定稼働を図る方針であります。

⑤　人材の確保・育成

　当社グループでは、医療用医薬品から一般用医薬品に至る原薬及び製剤

の製造販売、仕入販売、製造受託といった多岐にわたる事業展開を行って

おり、こうした中で事業の拡大を図るためには、優秀な人材の確保と育成

が不可欠であります。今後においては特に、海外展開や高薬理活性領域に

係る研究開発業務及び各種申請業務等に精通した人材の確保と育成が必須

であり、これらを含め、グループ全体としての組織体制の強化を図ってい

く方針であります。

　株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご理解、ご支援を賜ります

ようお願い申しあげます。
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(5) 主要な事業内容（平成30年５月31日現在）

事 業 部 門 主 要 製 品

医 薬 品 事 業 原薬、製剤、健康食品他

(6) 主要な営業所及び工場（平成30年５月31日現在）

　①　当社の主要な事業所

  本　　社 　富山県富山市

　東京支店 　東京都千代田区

　大阪支店 　大阪市中央区

　工　　場 　富山県富山市

研 究 所 　富山県富山市

　　②　子会社

大和薬品工業株式会社 富山県富山市

Daito Pharmaceuticals
A m e r i c a , I n c .

アメリカ合衆国

大 桐 製 薬 （ 中 国 ）
有 限 責 任 公 司

中華人民共和国

(7) 使用人の状況（平成30年５月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

事 業 部 門 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

医 薬 品 事 業 734（33）名 8名増（1名増）

合 計 734（33）名 8名増（1名増）

（注）　使用人数は就業員数であり、パートタイマー及び派遣社員は（　）内に年間の平均人員

を外数で記載しております。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

591（32）名 4名減（1名増） 38.2歳 11.0年

（注）　使用人数は就業員数であり、パートタイマー及び派遣社員は（　）内に年間の平均人員

を外数で記載しております。
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(8) 主要な借入先の状況（平成30年５月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 北 陸 銀 行 2,104百万円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,473

株 式 会 社 北 國 銀 行 1,215

株 式 会 社 富 山 第 一 銀 行 1,001

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 889

株 式 会 社 福 井 銀 行 698

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　記載すべき事項はありません。
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成30年５月31日現在）

①　発行可能株式総数 30,800,000株

②　発行済株式の総数 12,519,064株

③　株主数 2,846名

④　大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

日本トラスティ・サービス信託銀行株
式会社（信託口）

1,080,000株 8.63％

日本マスタートラスト信託銀行株式会
社（信託口）

794,500 6.35

笹　　　　山　　　　眞　　治　　郎 400,098 3.20

大 　津 　賀　　　　保　　　　　信 315,269 2.52

ダ　イ　ト　従　業　員　持　株　会 258,870 2.07

日本トラスティ・サービス信託銀行株
式会社（信託口５）

224,300 1.79

内 外 エ ス テ ー ト 　株 式 会 社 203,208 1.62

ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ　ＯＦ　ＮＯＲ
ＷＡＹ

195,070 1.56

ＴＨＥ　ＢＡＮＫ　ＯＦ　ＮＥＷ　Ｙ
ＯＲＫ　ＭＥＬＬＯＮ　140044

183,860 1.47

日本トラスティ・サービス信託銀行株
式会社（信託口１）

159,100 1.27

（注）　持株比率は自己株式（5,241株）を控除して計算しております。
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(2) 新株予約権等の状況

　　該当事項はありません。

(3) 会社役員の状況

①　取締役の状況（平成30年５月31日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 大 津 賀 　 保 　 信

取 締 役 副 社 長 加 藤 英 之

取 締 役 菊 　 田 　 潤 　 一

専務執行役員生産本部・信頼性保
証本部統括兼研究開発本部長
大桐製薬（中国）有限責任公司　
董事
Daito Pharmaceuticals America,

  Inc.取締役

取 締 役
（ 常 勤 監 査 等 委 員 ）

津 田 道 夫 大和薬品工業株式会社監査役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

堀 　 仁 志
堀税理士法人代表社員
日医工株式会社社外監査役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

山 本 一 三
山本一三法律事務所所長
株式会社リッチェル社外監査役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

西 能 　 淳 特定医療法人財団五省会　理事長

（注）１.　堀　仁志氏、山本一三氏及び西能　淳氏は、社外取締役（監査等委
員）であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし
て指定し、同取引所に届け出ております。

２.　津田道夫氏、堀　仁志氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相
当程度の知見を有しております。
・津田道夫氏は、長年管理部門の業務に携わり、財務及び会計業務の
豊富な経験があります。
・堀　仁志氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及
び会計に関する相当程度の知見を有しております。

３.　当期中の取締役の異動
　奈良井佳洋氏は、平成29年８月29日開催の第75回定時株主総会終結の
時をもって任期満了により取締役を退任いたしました。

４.　当社が常勤の監査等委員を選定している理由
　社内事情に精通した者が重要な会議等へ出席することや、重要な決裁
書類等を閲覧し日常的な情報収集、業務執行部門からの定期的な業務報
告の聴取、内部監査部門との連携を密に図ること等により得る情報を監
査等委員全員で共有することを通じて、監査等委員会による監査の実効
性を高めるためであります。
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５.　当社は、堀　仁志氏、山本一三氏及び西能　淳氏との間で会社法第
427条第1項に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契
約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会
社法第425条第１項に定める額であります。

②　取締役の報酬等

当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 支 給 人 数 支 給 額

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 を 除 く ） 4名 110百万円

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（ う  ち  社  外  取  締  役 ）

4
(3)

36
(18)

合 計
（ う  ち  社  外  役  員 ）

8
(3)

147
(18)

（注）１.　取締役の報酬額には、平成29年８月29日開催の第75回定時株主総会終

結の時をもって退任した取締役1名の在任中の報酬等の額が含まれており

ます。

２.　取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、平成27年８月25日開催

の第73回定時株主総会において、年額４億円以内（ただし、使用人分給与

は含まない。）と決議いただいております。

３.　監査等委員である取締役の報酬限度額は、平成27年８月25日開催の第

73回定時株主総会において年額７千万円以内と決議いただいております。

４.　取締役（監査等委員を除く）の報酬については、当社が定める取締役

報酬規程（平成28年４月制定）に基づき、監査等委員会が監査等委員以外

の取締役報酬案を策定し、取締役会に答申いたします。

　取締役会は、当該報酬案を検討の上、監査等委員会の答申を尊重し、審

議・決定いたします。

　監査等委員会においては、社外取締役を議長として代表取締役その他の

業務執行取締役の報酬等が、それぞれの職責・業績にふさわしい水準にな

っているかなどの観点から検討・評価を実施し、監査等委員以外の取締役

報酬案が妥当であると判断し取締役会に答申いたします。
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③　社外役員に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役（監査等委員）堀　仁志氏は、堀税理士法人の代表社員であり、

日医工株式会社の社外監査役を兼務しております。なお、当社は日医

工株式会社との間に製品販売等の取引関係があり、堀税理士法人との

間には特別の関係はありません。

・取締役（監査等委員）山本一三氏は、山本一三法律事務所の所長であ

り、株式会社リッチェルの社外監査役を兼務しております。なお、当

社と山本一三法律事務所及び株式会社リッチェルとの間には特別の関

係はありません。

・取締役（監査等委員）西能　淳氏は、特定医療法人財団五省会の理事

長を兼務しております。なお、当社と特定医療法人財団五省会との間

には特別の関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況

氏名 地位 活 動 状 況

堀 　 仁 志
社 外 取 締 役

（監査等委員）

当事業年度に開催された取締役会15回のすべてに出

席し、また、監査等委員会14回のすべてに出席いたし

ました。公認会計士として培ってきた専門的な知

識・経験及び監査に関する豊富な見識に基づき、取締

役会及び監査等委員会において、必要な発言を行って

おります。

山 本 一 三
社 外 取 締 役

（監査等委員）

当事業年度に開催された取締役会15回のすべてに出

席し、また、監査等委員会14回のすべてに出席いたし

ました。弁護士として培ってきた専門的な知識・経験

及び企業法務や監査に関する豊富な見識に基づき、取

締役会及び監査等委員会において、必要な発言を行っ

ております。

西 能 　 淳
社 外 取 締 役

（監査等委員）

平成29年８月29日就任以降、当事業年度に開催された

取締役会12回に、また、監査等委員会10回のすべてに

出席いたしました。医療法人の経営者としての経験

や見識に基づき、取締役会及び監査等委員会におい

て、必要な発言を行っております。
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(4) 会計監査人の状況

①　名称　　　　　　　　　　有限責任 あずさ監査法人

　　②　報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 33,500千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭そ
の他の財産上の利益の合計額

33,500

 （注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査

と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分してお

らず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人

の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要

な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、

従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠など

を検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第１項の同

意を行っております。

③　非監査業務の内容

　該当事項はありません。

④　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必

要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または

不再任に関する議案の内容を決定いたします。

　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める

項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会

計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委

員は、解任後 初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した

旨と解任の理由を報告いたします。

⑤　責任限定契約の内容の概要

　該当事項はありません。
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(5) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

①業務の適正を確保するための体制についての決議内容の概要

　当社は、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制その他会社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の

業務の適正を確保するための体制の整備」について平成27年8月25日開催の取

締役会において決議し、平成29年6月8日開催の取締役会において一部改訂し

ております。

1.　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

　当社は、「ダイト・コンプライアンス行動基準」を定めるとともに「コ

ンプライアンス推進規程」を定め、管理本部長をコンプライアンス・オフ

ィサーに任命し、コンプライアンス委員会を設け、取締役及び使用人の職

務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を敷いてい

ます。

　さらに、コンプライアンス委員会事務局を管理本部とし、役職別の研修

会や年２回開催される総合会議時には法令遵守・企業倫理遵守の啓蒙活動

などの諸施策を推進する体制にあります。

　また、内部通報システムを定め、コンプライアンスの実践に活用し、通

報者の保護を図っています。併せて、「財務報告に係わる内部統制基本規

程」を制定し、財務報告の信頼性の確保、業務の有効性及び効率性の向上

を評価した運用を行っています。さらに当社では反社会的勢力への対応に

ついては、コンプライアンスの一環として「反社会的勢力への予防・対応

マニュアル」を制定し重要施策として取り組んでいます。

2.　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　当社は、情報の管理体制と情報の取扱いに関し「情報セキュリティ規程」

「文書取扱規程」「企業機密管理規程」等の情報管理規程において、情報

の保存・管理等に関する体制を定めており、取締役の職務執行に係る情報

の保存・管理についても、これらの規程に基づいて保存・管理等を行って

います。

　具体的には、情報類型毎に保存期間・保存方法・保存場所を定め、文書

または電磁的記録の方法により、適切に管理しています。
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3.　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社は、「危機管理規程」を制定し、代表取締役を委員長とした危機管

理委員会を設け、各本部長及び管理部門、内部監査室などが委員会のメン

バーとなり、損失の危険の管理に関する検討体制を敷いています。

　具体的には、万一発生する可能性のある天災や新型インフルエンザ等に

備えた、全社的に対応する体制の整備を行い、各種リスクを定性、定量的

に把握する体制の整備と人材の育成等を計画的に実行しています。

4.　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社は、「取締役会規程」「業務組織規程」「職務権限規程」「稟議規

程」その他の職務権限、意思決定ルールを定める社内規程により、取締役

の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制を確保しています。

　具体的には、取締役会の決議事項や報告事項に関する基準、組織の分掌

業務、案件の重要度に応じた決裁権限を定め、当社全体として取締役の職

務執行の効率性を確保しています。また、意思決定・監督機能と業務執行

機能を分離し、役割と責任を明確にし、業務執行のスピードアップを図る

ため、執行役員制度を導入しています。

5.　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制

　当社及び子会社は「ダイト・コンプライアンス行動基準」の共有を図る

とともに、子会社においても現地の法令や各社の業態にあわせた推進を図

り、コーポレートガバナンスの充実に努めております。

　また、当社は、「関係会社管理規程」を設け、経営企画室長を責任者と

してグループ会社において生ずる一定の重要事項は、当社の取締役会にお

いても報告し、その承認を得るなど、適切に管理する体制を敷いています。

　さらに、当社及びグループ会社一体となった内部統制の維持・向上に努

めるほか、グループ会社に対して当社の内部監査室による監査を計画的に

実施して、その結果を取締役に報告する体制にあります。

　当社より関係会社に対して、取締役あるいは監査役（いずれも非常勤を

含む）を派遣し、関係会社との連携を強化し業務の適正を確保しています。

－ 17 －

業務の適正を確保するための体制



6.　監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該

取締役及び使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く）から

の独立性に関する事項及び当該取締役及び使用人に対する指示の実効性

の確保に関する事項

　当社は、監査等委員会への報告体制及び監査等委員会の監査が実効的に

行われることを確保するための体制として、監査等委員会事務局は、総務

人事部が行い、監査業務については内部監査室が連携して行います。同室

員は監査等委員会が指示した監査に関する業務については、監査等委員会

及び監査等委員の指示命令に従うものとし、当社及び当社グループ会社の

取締役等の指示命令権は及ばないものとしています。その人事については

監査等委員会の意見を聴取し、これを尊重することにしています。

7.　取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人が監査等委員会に

報告をするための体制、子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員

その他これらの者に相当する者及び使用人またはこれらの者から報告を

受けた者が監査等委員会に報告するための体制並びにその報告した者が

当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保す

るための体制

　当社は、「監査等委員会規程」を設け、当社及び当社グループ会社の取

締役及び使用人から監査等委員会及び監査等委員に通知・報告する体制を

定め、また、監査等委員会において委任を受けた監査等委員が経営会議そ

の他の重要会議に出席するなどし、監査等委員会が実施する監査が実効的

に行われる体制を確保しています。また、当該役職員が監査等委員会及び

監査等委員に通知・報告を行ったことを理由として、その通知・報告者に

不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び当社グループ会社の

役職員に周知徹底することとしています。

8.　監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限

る。）について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執

行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　当社は、監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関する

ものに限る。）について生ずる費用等に充てるため、毎期監査等委員会の

決議に基づく予算を設けることとしております。また、監査等委員がその

職務の執行上、弁護士、公認会計士等の専門家の意見、アドバイス等を得

る必要があると判断し、依頼するなどで生じる費用または債務については、

すみやかに当該費用または債務を処理することにしています。
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②　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、下記の

とおりであります。

1.　コンプライアンス

　当社は、当社グループの内部統制システム構築に関する基本方針を定め

るとともに、コンプライアンスの基本方針となる行動規範及び行動基準を

定め、周知して遵守するよう努めております。また、法令違反その他のコ

ンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、総務人事部

長と社外取締役（監査等委員）を通報窓口とする内部通報制度を設け、法

令、定款違反及び社内規程に反する行為の早期発見及びその予防に努めて

おります。

2.　取締役の職務執行

　当事業年度において取締役会を15回開催し、法令、定款及び取締役会規

程等で定められた事項の決議を行っております。また、経営の迅速な意思

決定及び効率化を進めるため、取締役会は業務執行に係る意思決定権限の

一部を取締役に委任し、常勤取締役で構成する経営会議を24回開催して委

任事項を審議し、取締役会に報告し、経営全般にわたる業務執行を監督・

監視しております。その他、取締役及び執行役員で構成する執行役員報告

会を16回開催し、業務執行状況の報告等を通じて取締役及び執行役員間の

情報の共有化を図り、効率的な事業運営を図っております。

3.　監査等委員会の監査体制

　当事業年度において、監査等委員会を14回開催しております。

　監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画などに基づき、常勤の監査

等委員は重要な会議に出席するほか、内部監査部門を通じて各部門に対し

てヒアリング・調査を行い、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務

執行状況について監査・監督しております。

　さらに、監査等委員会は、会計監査人と監査前に監査方針・監査計画並

びに日程等について意見交換を行うほか、必要に応じて監査計画の進捗状

況、監査実施上の問題点などについても情報交換を行い、会計監査人と相

互連携を図っております。

　また、監査等委員会は、内部監査部門による内部監査またはモニタリン

グの状況などの報告を受けるほか、内部監査部門に対して必要に応じて監

査に関する指示を行うなど、内部監査部門とも相互連携して意見交換及び

情報交換を行っております。
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4.　内部監査の実施

　内部監査部門は、年間の監査計画に基づき各業務部門に対して内部監査

またはモニタリングを実施するほか、監査等委員会より指示を受けた事項

に関するヒアリング・調査を行って監査等委員会にその調査報告を行って

おります。

　内部監査部門は、監査またはモニタリング結果を代表取締役及び監査等

委員会に報告するほか、必要に応じて会計監査人と相互連携して意見交換

及び情報交換を行っております。

(6) 会社の支配に関する基本方針

　当社は、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する

基本方針を定めておりませんが、基本的な考え方は以下のとおりであります。

　当社は、効率的かつ透明性の高い経営を行い、経営資源の 適配分を通じ

て、競争力、収益力を高めることで安定的な成長を目指し、企業価値のさら

なる向上を図ることが、株主の皆様からの負託に応えることになるものと考

えております。

したがいまして、現時点で買収防衛策は導入しておりません。

(7) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、事業価値の持続的増大と、それによる株主の皆様への利益還元を

経営上の重要課題として位置づけしております。株主の皆様への利益還元は、

当該期の業績に加えて、今後の成長投資や財務体質の強化を考慮して、安定

的に配当を実施していくことを重視しております。

　当社は、期末配当と中間配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方

針としており、これらの剰余金の配当等の決定機関は、取締役会であります。

　当事業年度の期末配当金につきましては、取締役会決議により１株当たり

配当金を18円とさせていただきました。すでに、平成30年２月１日実施済み

の中間配当金１株当たり15円と合わせまして、年間配当金は１株当たり33円

の配当となります。

　なお、内部留保資金の使途につきましては、今後の事業拡大を図るため、

有効に投資してまいりたいと考えております。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成30年５月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

電 子 記 録 債 権

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

繰 延 税 金 資 産

ファクタリング債権

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

25,056,326

1,711,449

8,830,661

4,296,409

2,905,512

2,995,922

3,407,163

666,846

17,574

257,754

△32,969

22,139,806

18,654,177

9,739,279

4,980,023

1,243,485

16,889

2,135,787

538,712

329,985

329,985

3,155,644

2,877,493

32,946

270,005

△24,802

流 動 負 債 13,683,536

支払手形及び買掛金 3,620,600

電 子 記 録 債 務 2,381,900

短 期 借 入 金 1,400,000

一 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 1,965,314

リ ー ス 債 務 8,401

未 払 法 人 税 等 729,260

賞 与 引 当 金 44,798

返 品 調 整 引 当 金 52,703

未 払 金 1,854,185

未 払 費 用 822,939

ファクタリング債務 627,479

設備関係支払手形 35,138

そ の 他 140,814

固 定 負 債 5,017,041

長 期 借 入 金 4,018,755

リ ー ス 債 務 9,132

繰 延 税 金 負 債 329,846

退職給付に係る負債 514,415

そ の 他 144,892

負 債 合 計 18,700,578

純 資 産 の 部

株 主 資 本 26,848,056

資 本 金 4,367,774

資 本 剰 余 金 4,253,965

利 益 剰 余 金 18,239,096

自 己 株 式 △12,779

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 1,212,248

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 998,787

為替換算調整勘定 221,568

退職給付に係る調整累計額 △8,108

非 支 配 株 主 持 分 435,249

純 資 産 合 計 28,495,554

資 産 合 計 47,196,133 負 債 純 資 産 合 計 47,196,133
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連 結 損 益 計 算 書

(平成29年６月１日から
平成30年５月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 39,875,983

売 上 原 価 31,765,385

売 上 総 利 益 8,110,597

返 品 調 整 引 当 金 戻 入 額 7,642

差 引 売 上 総 利 益 8,118,240

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,957,083

営 業 利 益 4,161,156

営 業 外 収 益

受 取 利 息 712

受 取 配 当 金 66,173

為 替 差 益 6,081

受 取 賃 貸 料 18,278

受 取 保 証 料 16,014

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 8,157

そ の 他 9,924 125,343

営 業 外 費 用

支 払 利 息 24,079

支 払 手 数 料 14,923

そ の 他 3,469 42,472

経 常 利 益 4,244,028

特 別 利 益

受 取 保 険 金 20,524

補 助 金 収 入 8,700 29,224

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 526

投 資 有 価 証 券 評 価 損 9,661 10,187

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 4,263,065

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,408,557

法 人 税 等 調 整 額 △157,941 1,250,615

当 期 純 利 益 3,012,450

非支配株主に帰属する当期純損失 △29,491

親会社株主に帰属する当期純利益 3,041,941
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貸　借　対　照　表
（平成30年５月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

短 期 貸 付 金
一年内回収予定の長期貸付金

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

ファクタリング債権

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

借 地 権

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 貸 付 金

破 産 更 生 債 権 等

長 期 前 払 費 用

保 証 金

保 険 積 立 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

23,568,114

1,555,300

1,233,185

4,296,409

7,514,306

2,730,303

2,302,460

2,759,269

180,000

305,814

17,660

598,640

17,574

90,157

△32,969

19,798,284

14,808,318

7,337,064

266,874

3,735,954

4,976

444,370

936,089

2,082,987

166,727

56,598

107,234

2,894

4,823,238

2,874,655

1,253,804

555

501,110

1,900

5,536

129,492

70,606

10,379

△24,802

流 動 負 債 12,784,604

支 払 手 形 159,304

電 子 記 録 債 務 2,381,900

買 掛 金 2,923,364

短 期 借 入 金 1,400,000

一 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 1,963,614

未 払 金 1,713,272

未 払 消 費 税 33,210

未 払 費 用 728,313

未 払 法 人 税 等 718,071

預 り 金 35,393

賞 与 引 当 金 32,578

返 品 調 整 引 当 金 52,703

ファクタリング債務 627,479

設備関係支払手形 15,132

そ の 他 266

固 定 負 債 4,819,641

長 期 借 入 金 4,018,755

退 職 給 付 引 当 金 407,453

資 産 除 去 債 務 141,961

繰 延 税 金 負 債 251,471

負 債 合 計 17,604,245

純 資 産 の 部

株 主 資 本 24,763,365

資 本 金 4,367,774

資 本 剰 余 金 4,253,965

資 本 準 備 金 4,253,965

利 益 剰 余 金 16,154,406

利 益 準 備 金 34,375

その他利益剰余金 16,120,031

繰越利益剰余金 16,120,031

自 己 株 式 △12,779

評価・換算差額等 998,787
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 998,787

純 資 産 合 計 25,762,153

資 産 合 計 43,366,398 負 債 純 資 産 合 計 43,366,398
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損　益　計　算　書

(平成29年６月１日から
平成30年５月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 39,653,077

売 上 原 価 32,198,555

売 上 総 利 益 7,454,522

返 品 調 整 引 当 金 戻 入 額 7,642

差 引 売 上 総 利 益 7,462,164

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,691,232

営 業 利 益 3,770,932

営 業 外 収 益

受 取 利 息 6,069

受 取 配 当 金 150,129

為 替 差 益 13,453

受 取 賃 貸 料 18,278

受 取 保 証 料 16,014

そ の 他 11,725 215,671

営 業 外 費 用

支 払 利 息 23,236

支 払 手 数 料 14,923

そ の 他 3,435 41,595

経 常 利 益 3,945,008

特 別 利 益

受 取 保 険 金 20,524

補 助 金 収 入 7,400 27,924

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 233

関 係 会 社 株 式 評 価 損 9,661 9,894

税 引 前 当 期 純 利 益 3,963,038

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,256,000

法 人 税 等 調 整 額 △178,039 1,077,960

当 期 純 利 益 2,885,078
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成30年７月10日

ダイト株式会社

取締役会　御中

        有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 佐々木　雅　広 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 安 藤 眞 弘 

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ダイト株式会社の

平成29年６月１日から平成30年５月31日までの連結会計年度の連結計算書

類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計

算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これ

には、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する

ことが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立

場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、

我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これ

に基づき監査を実施することを求めている。
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　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手

するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不

正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づい

て選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表

明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、

状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適

正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用

した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評

価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し

たと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して、ダイト株式会社及び連結子会社

からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に

より記載すべき利害関係はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成30年７月10日

ダイト株式会社

取締役会　御中

　　　　有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 佐々木　雅　広 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 安 藤 眞 弘 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ダイト株式会

社の平成29年６月１日から平成30年５月31日までの第76期事業年度の計算書

類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注

記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することに

ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びそ

の附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統

制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場

から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監

査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書

に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査

計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
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　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監

査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断

により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示

のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の

有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算

書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す

る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経

営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附

属明細書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した

と判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一

般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ

の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、平成29年６月１日から平成30年５月31日までの第76期

事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。

　その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

　　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項

に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制

（内部統制システム）について取締役及び執行役員並びに使用人等からそ

の構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を

求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

　①　監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方

針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門と連携のうえ、重要な会

議等に出席し意思決定の過程及び内容を確認し、取締役及び執行役員並

びに使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応

じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所に

おいて業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、

子会社の取締役等並びに重要な使用人等と意思疎通及び情報の交換を図

り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

　②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している

かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人

から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社

計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」

（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知

を受け、必要に応じて説明を求めました。

　　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細

書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別

注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結

損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い

たしました。
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認

めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容

及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま

せん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。

平成30年７月12日

ダ イ ト 株 式 会 社 　 監 査 等 委 員 会

常勤監査等委員 津 田 道 夫 

監 査 等 委 員 堀 　 仁 志 

監 査 等 委 員 山 本 一 三 

監 査 等 委 員 西 能 　 淳 

（注）　監査等委員 堀　仁志、山本一三及び西能　淳は、会社法第２条第15号

及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以　上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
議　案　　取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件

　本総会の終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、

本議案において同じ）全員（3名）が任期満了となります。つきましては、取締役

3名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

１

お お つ が

大津賀 　
や す の ぶ

保　信
（昭 和 2 5年 1 0 月 3 0 日 生）

昭和50年３月　当社（旧　大東交易株式会
社）入社

昭和59年６月　当社　営業企画部長
昭和61年７月　当社　取締役
平成17年６月　当社　常務取締役
平成19年８月　当社　取締役専務執行役員
　　　　　　　管理本部長
平成22年６月　当社　取締役専務執行役員
　　　　　　　経営企画室長
平成23年８月　当社　代表取締役副社長
平成24年８月　当社　代表取締役社長

（現任）

315,269株

候補者とした理由
大津賀保信氏は、長年に亘り当社の経営を担っており、社業並びに経営全般に関する
豊富な経験と知見を有し、リーダーシップを発揮して経営を統括し、その職務を適切
に遂行していることから、引き続き選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

２

き く た

菊　田 　
じゅんいち

潤　一
（ 昭 和 2 5 年 2 月 6 日 生 ）

昭和49年４月　武田薬品工業株式会社　入社
平成15年10月　同社　製薬本部製剤技術研究

所長
平成19年９月　同社　製薬本部ＣＭＣ研究セ

ンター所長
平成22年３月　当社　入社
平成22年８月　当社　執行役員研究開発本部

長
平成24年８月　当社　取締役常務執行役員研

究開発本部長
平成25年８月　当社　取締役専務執行役員生

産本部・信頼性保証本部管掌
兼研究開発本部長

平成25年10月　当社　取締役専務執行役員生
産本部・信頼性保証本部・特
命事項統括兼研究開発本部長

平成26年８月　当社　取締役専務執行役員研
究開発本部・生産本部・信頼
性保証本部統括

平成29年11月　当社　取締役専務執行役員生
産本部・信頼性保証本部統括
兼研究開発本部長（現任）

［重要な兼職の状況］
大桐製薬（中国）有限責任公司　董事
Daito Pharmaceuticals America,Inc.取締役

10,160株

候補者とした理由

菊田潤一氏は、豊富な研究開発業務及び会社経営の経験と知見をもとに、適時・的

確に当社の研究開発部門、生産部門及び信頼性保証部門を指導・牽引してきており

当社のグローバルな品質保証体制の確立に努めていることから、引き続き選任をお

願いするものであります。

３

※
ひ  づ  め

日　詰 　
か ず し げ

和　重
（ 昭 和 3 7 年 2 月 2 5 日 生 ）

昭和60年４月　当社（旧　大東交易株式会
社）　入社

平成13年６月　当社　原薬本部原料薬品部課
長

平成18年６月　当社　製薬本部医療薬品部長
兼原薬本部原料薬品部長代理

平成21年４月　当社　製薬本部受託推進部長
平成22年６月　当社　原薬本部原料薬品部長
平成26年６月　当社　製薬本部医療薬品部長
平成28年８月　当社　執行役員製薬本部副本

部長兼医療薬品部長（現任）
［重要な兼職の状況］
大桐製薬（中国）有限責任公司　董事

19,178株

候補者とした理由
日詰和重氏は、当社で長年に亘る原薬事業及び製薬事業の営業部門での営業活動に
よる豊富な業務経験と幅広い専門知識を有しております。今後、当社の取締役とし
ての職務を適切に遂行し、企業価値向上に貢献できるものと判断し、新たに取締役
候補者といたしました。

（注）１.※印は、新任の取締役候補者であります。

　　　２.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
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　　　３.取締役候補者の指名の方針と手続き

　当社は、取締役候補者を決定するに際し、幅広い業務領域において各事業分野の経営に

強みを発揮でき、かつ、経営管理に適した人材のバランスに配慮し、優れた人格、見識、

高い倫理観を有している者をその候補者といたします。

監査等委員会は、取締役会からの諮問を受けて、社外取締役である監査等委員を議長とし

て、会社の業績等の適正な評価を踏まえ、公正かつ透明性の高い手続きに従い監査等委員

会において検討した結果を取締役会に答申し、取締役会で決定することとしております。

　　　４.監査等委員会の意見

　取締役（監査等委員である取締役を除く）の選任については、社外取締役である監査等

委員を議長とした監査等委員会において、会社の業績等の適正な評価を踏まえ、その適格

性等について評価した結果、会社法の規定に基づく株主総会での意見陳述すべき特段の事

項はないと判断しております。

以上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

                    会場：富山市桜木町10番10号

　　富山第一ホテル　３階　白鳳の間

　　TEL （076）442－4411

富山駅

北陸
銀行

電鉄富山駅

県庁
ＮＨＫ
県民会館

松　　川

城址公園

城 

址 

大 

通 

り国際会議場 商工会議所

国道41号線

総曲輪通り

富山第一ホテル

市役所 電気ビル

中央通り

富山地方鉄道

西町

北陸新幹線
あいの風とやま鉄道

交通　◎電車：ＪＲ富山駅南口より徒歩約10分

　　　◎お車：北陸自動車道「富山ＩＣ」を降りて約15分

　　  ◎空港：富山空港からお車をご利用の場合約20分

　お願い　会場には本総会専用の駐車場の用意はございませんので、公共

　　　　　の交通機関をご利用くださいますようお願い申しあげます。

地図


